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一
、
本
稿
の
概
要
と
凡
例

本
稿
は
源
俊
房
の
日
記
で
あ
る
『
水
左
記
』
の
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
四
月

四
日
～
閏
五
月
一
六
日
条
の
註
釈
で
あ
る
。
『
人
文
研
究
』
第
七
一
巻
掲
載
の

「
『
水
左
記
』
註
釈
（
康
平
五
・
六
年
）
」
お
よ
び
『
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
紀
要

教
育
学
部
編
』
第
五
九
集
掲
載
の
「
『
水
左
記
』
の
研
究
―
康
平
七
年
正
月
～
四

月
―
」（
と
も
に
二
〇
二
〇
年
）
の
続
編
で
あ
る
。『
水
左
記
』
の
解
題
や
俊
房
に

つ
い
て
は
右
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。
康
平
七
年
は
俊
房
の
自
筆
本
が
残
さ
れ
て
い

る
。
伏
見
宮
家
の
旧
蔵
で
現
在
は
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の

自
筆
本
を
底
本
と
し
、
複
製
巻
子
本
『
水
左
記

康
平
七
年
自
正
月
至
六
月
』

（
宮
内
庁
書
陵
部
、
一
九
五
四
年
）
と
、
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ

ス
テ
ム
（

h
ttp

s:/
/
sh

o
ry

o
b
u
.k
u
n
a
ich

o
.g
o
.jp

/
）
を
参
照
し
な
が
ら
本
文
を

作
成
し
た
。
自
筆
本
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、
俊
房
の
文
字
の
記
し
方
等
を
細
か

く
観
察
し
て
欠
損
部
や
墨
塗
り
で
抹
消
さ
れ
て
い
る
文
字
な
ど
に
つ
い
て
可
能
な

限
り
判
読
を
試
み
た
。
こ
れ
ら
の
知
見
は
、
俊
房
の
日
記
の
つ
け
方
、
ひ
い
て
は

当
該
期
に
お
け
る
日
記
の
使
わ
れ
方
や
機
能
の
解
明
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
対
象
と
す
る
時
期
の
俊
房
は
、
従
二
位
権
中
納
言
の
三
〇
歳
で
（
『
公

卿
補
任
』
康
平
七
年
条
）
、
関
白
藤
原
頼
通
と
の
密
接
な
関
係
を
示
す
記
事
が
目

立
つ
。
こ
の
頃
の
頼
通
（
七
三
歳
）
は
体
調
が
思
わ
し
く
な
く
、
関
白
の
辞
表
も

173

研究資料人文研究 大阪市立大学大学院文学研究科紀要

第72巻 2021年3月 161頁～173頁

『
水
左
記
』
註
釈
（
康
平
七
年
四
月
～
閏
五
月
）

磐
下

徹
・
久
米
舞
子
・
北
村
安
裕
・
堀
井
佳
代
子
・
宮
川
麻
紀

『
水
左
記
』
は
平
安
時
代
後
期
に
村
上
源
氏
の
源
俊
房
（
一
〇
三
五
～
一
一
二
一
）
が
残
し
た
日
記
で
あ
る
。
平
安
期
の
貴
族
の
日
記
に
は
、
儀
式
・
年
中
行
事
の

様
子
を
中
心
に
、
朝
廷
内
外
の
出
来
事
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
当
時
の
政
治
・
行
政
・
社
会
の
在
り
方
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

ま
た
、
『
水
左
記
』
に
は
一
〇
六
二
～
一
一
一
三
年
ま
で
の
記
事
が
断
続
的
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
期
間
に
は
摂
関
政
治
か
ら
院
政
へ
と
い
う
政
治
形
態
の
大

き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
記
は
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
行
期
の
様
相
を
知
る
う
え
で
重
要
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。

今
回
は
こ
う
し
た
『
水
左
記
』
の
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
四
月
～
閏
五
月
の
記
事
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
そ
の
註
釈
を
提
示
し
て
、
時
代
の
大
き
な
転
換
期
で
あ

る
平
安
時
代
後
期
研
究
の
一
助
と
し
た
い
。

一
六
一



提
出
し
て
い
る
（
四
月
五
日
、
五
月
二
四
・
二
九
日
条
な
ど
）
。
俊
房
は
こ
う
し
た

頼
通
の
も
と
へ
日
参
し
、
病
平
癒
の
仏
事
や
物
忌
な
ど
に
参
列
・
参
籠
し
て
い
る
。

権
中
納
言
は
朝
廷
の
公
事
を
処
理
す
べ
き
立
場
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
そ

う
し
た
記
事
は
多
く
な
い
。
五
月
二
一
日
の
不
堪
定
・
賑
給
使
定
、
閏
五
月
六
日

の
内
裏
御
読
経
、
同
一
一
日
の
外
記
政
の
記
事
な
ど
も
残
さ
れ
る
。
し
か
し
、
頼

通
関
係
の
記
事
と
比
べ
る
と
、
質
・
量
と
も
に
見
劣
り
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時

期
の
俊
房
が
道
長
に
は
じ
ま
る
「
御
堂
流
」
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
の
も
と
、
そ

の
当
主
た
る
頼
通
へ
の
近
侍
を
第
一
と
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
病
勝
ち
と
は
い

え
、
頼
通
の
も
と
に
は
国
家
の
枢
要
な
情
報
が
集
約
さ
れ
、
彼
の
関
与
な
く
し
て

は
重
大
な
公
事
も
処
理
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
環
境
に
近
く
接
す
る
こ
と
で
、

俊
房
は
宮
廷
人
と
し
て
必
要
な
知
識
・
技
術
の
習
得
に
つ
と
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
が
今
回
の
概
要
で
あ
る
。
以
下
の
註
釈
で
は
構
成
や
凡
例
は
基
本
的
に
前

稿
を
踏
襲
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
今
回
は
自
筆
本
で
あ
る
た
め
、【

本
文
】【

書
き

下
し
】
に
つ
い
て
は
、
次
の
凡
例
に
も
と
づ
い
て
作
成
し
て
い
る
。

原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
使
用
／
改
行
箇
所
は
底
本
に
依
拠
せ
ず
／
具
注
暦
の

記
載
は
原
則
と
し
て
日
付
・
干
支
・
納
音
・
十
二
直
ま
で
翻
刻
し
直
下
に
本
文

を
配
置
／
具
注
暦
の
各
日
条
の
頭
書
は
当
該
条
の
冒
頭
に
（
頭
書
）
と
附
し
て

翻
刻
／
裏
書
は
当
該
条
の
末
尾
に
（
裏
書
）
と
附
し
て
翻
刻
／
破
損
等
に
よ
っ

て
文
字
が
判
読
で
き
な
い
も
の
の
墨
痕
等
に
よ
っ
て
文
字
数
が
推
定
で
き
る
場

合
は
□
で
、
お
お
よ
そ
の
文
字
数
が
推
定
で
き
る
場
合
は

で
、
破
損
等

が
甚
だ
し
く
文
字
数
の
推
測
が
で
き
な
い
場
合
は

�で
表
示
。
な
お
、
そ
れ
ら

の
文
字
が
推
定
で
き
る
場
合
は
、
該
当
部
分
の
横
に
〔
文
字
＋
ヵ
〕
と
表
示
／

文
字
を
別
字
と
解
釈
し
た
場
合
は
該
当
す
る
文
字
の
横
に
〔
別
字
ヵ
〕
と
表
示

／
脱
字
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
文
字
を
補
う
べ
き
箇
所
に
〔
脱
字
＋
脱
カ
〕

と
表
示
／
文
字
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
場
合
は
■
で
表
示
し
、
も
と
の
文
字
が
判

読
・
推
定
で
き
る
場
合
は
横
に
〔
×
＋
も
と
の
文
字
（
ヵ
）
〕
と
表
示
／
重
書

等
に
よ
っ
て
文
字
が
書
き
改
め
ら
れ
、
も
と
の
文
字
が
判
読
・
推
定
で
き
る
場

合
は
横
に
〔
×
＋
も
と
の
文
字
（
ヵ
）
〕
と
表
示
し
、
も
と
の
文
字
が
未
詳
の

場
合
は
〔
×
＋
□
〕
と
表
示
／
記
主
に
よ
っ
て
行
間
・
字
間
等
に
補
わ
れ
た
文

字
と
判
断
し
た
場
合
は
該
当
す
る
文
字
に
【

】
を
附
す
／
小
字
ま
た
は
割
書

（
細
字
双
行
）
は
〈

〉
で
表
示
し
、

【
本

文
】
で
は
改
行
箇
所
に
「
／
」
を

附
す
／
【

書
き

下
し

】
に
は
月
（
大
・
小
）
・
日
付
と
干
支
・
本
文
を
掲
載
。

具
注
暦
の
記
載
の
み
で
本
文
が
な
い
場
合
は
全
体
を
省
略

今
回
の
【
註
】
で
は
、
前
掲
既
発
表
稿
の
【
註
】
の
註
番
号
を
示
し
、
該
当
箇

所
の
註
釈
を
参
照
す
る
よ
う
記
し
た
箇
所
も
あ
る
。
な
お
一
部
の
史
料
等
に
つ
い

て
は
次
の
略
称
を
用
い
た
。『

康
平
記
（
定
家
朝
臣
記
）』（

『
群
書
類
従
』
二
五
）

↓『
康
平
記
』
／
『
御
堂
関
白
記
』

↓『
御
堂
』
／
『
後
二
条
師
通
記
』

↓『
師

通
記
』。
ま
た
『
西
宮
記
』
の
巻
次
は
故
実
叢
書
本
に
よ
っ
た
。

（
磐
下
徹
）

二
、
註
釈

（
一
）
康
平
七
年
四
月
（
四
～
一
九
日
）

【
本
文
】

（
頭
書
）
広
瀬
龍
田
祭

廃
務

磐下 徹 久米 舞子 北村 安裕 堀井佳代子 宮川 麻紀
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四
日
庚
午
土
満
天
晴
。
今
暁
内
府
女
房
渡
華
山
院
給

〔
×
渡
ヵ
〕

。

五
日
辛
未
土
平

微
降
。
今
日
殿
松
尾
【
令
献
】
■
■

〔
×
有
奉
〕弊
【

〔
幣
ヵ
〕物
】
・
神
宝
・
舞

人
給
。
及
■
秉

〔
×
夜
〕

燭
、
先
日
上
表
勅
答
。
其
使
■
右

〔
×
将
〕

近
中
将
良
基 〔
×
朝
〕【
基
】
朝
臣
。

（
裏
書
）
五
日

（
頭
書
）
平
野
祭
松
尾
祭
杜
本
祭
当
麻
祭

六
日
壬
申
金
定

（
頭
書
）
梅
宮
祭
当
宗
祭
擬
階
奏
八
卦
物
忌

七
日
癸
酉
金
執

八
日
甲
戌
火
破

九
日
乙
亥
火
危

十
日
丙
子
水
成

（
頭
書
）
神
祭
斎

十
一
日
丁
丑
水
収

十
二
日
戊
寅
土
収

（
頭
書
）
大
神
祭

十
三
日
己
卯
土
開

十
四
日
庚
辰
金
閉

（
朱
）
月
蝕
十
五
分
之
八
〈
半
強
〉

虧
初
子
四
刻
〈
五
分
〉

加
時
丑
一
刻

〈
二
分
〉
復
末
丑
六
刻
〈
三
分
〉

十
五
日
辛
巳
金
建

（
頭
書
）
御
禊

十
六
日
壬
午
木
除
天
陰
雨
降
。
臨
午
後
雨
晴
。
青
天
露
□
。
兵
衛
佐
道
時
出

立
前
駆
。
未
時
参
済
院

〔
斎
ヵ
〕

余
出
立
後
参
殿
下
。
与
内
府
同
車
見
物
。

（
頭
書
）
警
固

十
七
日
癸
未
木
満
天
晴
。
未
剋
許
参
殿
下
。
今
日
後
一
条
院
御
八
講
□
也
。

上
達
部
等
参
御
堂
云
々
。
警
固
召
仰

�宮
内
卿
・
【
左
右
兵
衛
】
不
参
云
々
。

十
八
日
甲
申
水
平
自
中
夜
雷
【
雨
】
降
。
午
□

〔
×
後
〕

�

（
頭
書
）
賀
茂
祭
廃
務

十
九
日
乙
酉
水
定
天
陰
。
大

�属
未

�□

�

（
後
闕
）

【
書
き
下
し
】

四
日
、
庚
午
。
天
晴
る
。
今
暁
内 （
１
）府
の
女
房
、
華 （
２
）山
院
に
渡
り
給
ふ
。

五
日
、
辛
未
。
微
か
に
降
る
。
今
日
殿 （
３
）、
松
尾
に
幣
物
・
神
宝
・
舞
人
を
献
ぜ

し
め
給
ふ
。
秉
燭
に
及
び
、
先 （
４
）日
の
上
表
の
勅
答
。
そ
の
使
、
右 （
５
）近
中
将
良
基

朝
臣
。

（
裏
書
）
五
日

十
四
日
、
庚
辰
。

（
朱
）
月 （
６
）蝕
十
五
分
の
八
〈
半
強
〉
虧
初
子
の
四
刻
〈
五
分
〉
加
時
丑
の
一

刻
〈
二
分
〉
復
末
丑
の
六
刻
〈
三
分
〉

十
六
日
、
壬
午
。
天
陰
り
雨
降
る
。
午
の
後
に
臨
み
雨
晴
る
。
青
天
露
□
。
兵 （
７
）

衛
佐
道
時
、
出 （
８
）立
の
前
駆
。
未
の
時
斎 （
９
）院
に
参
り
、
余
、
出
立
の
後
殿
下
に
参

る
。
内
府
と
同 （

�）車
し
見
物
す
。

十
七
日
、
癸
未
。
天
晴
る
。
未
の
剋
ば
か
り
殿
下
に
参
る
。
今
日
後 （

�）一
条
院
御

八
講
□
な
り
。
上
達
部
等
、
御 （

�）堂
に
参
る
と
云
々
。
警 （

�）固
の
召
仰

�

宮 （

�）内

『水左記』註釈（康平七年四月～閏五月）
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卿
・
左
右
兵
衛
、
参
ら
ず
と
云
々
。

十
八
日
、
甲
申
。
中
夜
よ
り
雷
雨
降
る
。
午

�

十
九
日
、
乙
酉
。
天
陰
る
。
大

�属
未 （

�）

�

【
註
】

（
１
）
内
府
の
女
房

内
府
は
藤
原
師
実
（
康
平
五
年
正
月
註
（

17）
参
照
）
。
内
府
の
女

房
は
師
実
妻
の
源
麗
子
か
。
麗
子
（
一
〇
四
〇
～
一
一
一
四
）
は
源
師
房
四
女
、
母
は

藤
原
尊
子
（
道
長
六
女
）
、
俊
房
の
同
母
妹
。
藤
原
信
家
の
養
女
と
な
り
、
永
承
六
年

（
一
〇
五
一
）
に
師
実
と
結
婚
。
同
母
兄
顕
房
の
娘
賢
子
を
養
女
と
し
、
承
保
元
年
（
一

〇
七
四
）
に
賢
子
の
白
河
天
皇
中
宮
立
后
に
よ
り
従
三
位
、
承
暦
四
年
（
一
〇
八
〇
）
に

従
一
位
に
叙
さ
れ
た
。
康
和
元
年
（
一
〇
九
九
）
の
師
通
、
同
三
年
の
師
実
死
去
に
よ

り
、
同
四
年
に
出
家
、
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
に
死
去
。
『
康
平
記
』
康
平
五
年
九
月

一
一
日
条
に
「
有
二
内
大
臣
殿
御
産
一
〈
男
子
。
但
馬
守
高
房
朝
臣
宅
〉
」
と
あ
り
、
麗

子
は
源
高
房
の
大
炊
御
門
第
（
左
京
二
条
四
坊
一
一
町
）
で
師
通
を
出
産
し
た
。
俊
房

は
同
母
妹
ゆ
え
、
彼
女
の
花
山
院
へ
の
移
居
を
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
華
山
院

本
文
の
「
院
」
は
「
渡
」
と
思
わ
れ
る
文
字
に
重
書
さ
れ
る
。
花
山
院
は

左
京
一
条
四
坊
三
町
に
方
一
町
を
占
め
た
第
宅
。
西
隣
の
小
一
条
第
に
対
し
東
一
条
第

と
も
呼
ば
れ
た
。
貞
保
親
王
（
清
和
天
皇
男
）
に
よ
り
創
始
、
藤
原
忠
平
か
ら
師
輔
、

伊
尹
に
伝
領
さ
れ
、
安
子
（
師
輔
女
、
伊
尹
の
同
母
妹
。
村
上
天
皇
中
宮
）
は
こ
こ
で

冷
泉
・
円
融
天
皇
を
生
ん
だ
。
花
山
上
皇
（
冷
泉
天
皇
男
）
が
居
住
し
、
寛
弘
五
年

（
一
〇
〇
八
）
こ
こ
で
死
去
し
た
。
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
の
焼
亡
当
時
は
敦
儀
親
王

が
住
ん
で
お
り
、
そ
の
母
藤
原

�子
（
三
条
天
皇
皇
后
）
に
伝
領
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
後
半
世
紀
を
経
て
、
康
平
四
年
に
師
実
に
よ
り
再
建
。
『
古
事
談
』
六
―
八
は

高
階
泰
仲
に
命
じ
宮
城
の
春
宮
町
を
模
し
て
造
営
さ
れ
た
と
す
る
。
藤
原
寛
子
（
師
実

の
同
母
姉
、
後
冷
泉
天
皇
中
宮
）
の
御
所
と
な
っ
た
後
、
家
忠
（
師
実
男
）
の
子
孫
が

代
々
伝
領
し
花
山
院
家
と
呼
ば
れ
た
（
太
田
静
六
「
花
山
院
第
（
東
一
条
第
）
の
考
察
」

『
寝
殿
造
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
）
。
『
百
錬
抄
』
康
平
四
年
八
月
一
日
条

「
花
山
院
上
棟
」
、
同
六
年
七
月
三
日
条
「
大
臣
移

二
徙
新
造
花
山
院
一
」
と
あ
り
、
師
実

は
こ
の
前
年
か
ら
花
山
院
に
居
住
。
妻
の
麗
子
は
師
通
出
産
の
後
、
こ
の
と
き
か
ら
花

山
院
で
同
居
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
殿
、
松
…
め
給
ふ

殿
は
藤
原

頼
通
。
三
月
一
六
日
条

や
五
月
二
七
日
条
の

例
か
ら

殿
下
の
「

下
」
の

脱
字
で
は
な

く
俊
房
が

頼
通
を
「
殿
」
と
呼
ん
で

い
る
と

解
釈
す
る
。

康
平
七
年
三
月
註
（

10）
・
（

20）
参
照
。
こ
こ
で

頼
通
は

松
尾

社
に

幣
物
・

神
宝
・

舞

人
を

献
じ
た
。

翌
日
は

松
尾

祭
が

行
わ
れ
る
が
、
『
儀

式
』
一
、

松
尾

祭
儀
に

神
宝
・

舞

人
の

献
上
は

み
え
ず
、

ま
た
前
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

松
尾

祭
と
は

別
に

行
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

（
４
）
先
日
の
上
表

三
月
一
六
日
条
の

頼
通
の

辞
関
白

表
。
同
月
註
（

21）
参
照
。
『
新

儀
式
』
五
、
五
位

已
上
上

表
事
〈

付
致

仕
〉
「
上

表
之
儀

…
…

覧
畢
、

遣
二
中

務
〈

近
衛

次
将
〉

於
第
宅
一
、

告
二
申

請
之

許
否

一
。

或
返

二
其
上

表
一
不

レ
許
、

或
令

下
内
記

作
二
勅

答
一

遣

�之
」
か
ら
、

不
許
と
さ
れ
た

辞
関
白

表
は

近
衛

次
将
（
こ
こ
で
は
右

近
衛
中

将
）
が

返
却
、
勅
答
が
届
け
ら
れ
た
。

（
５
）
右
近
中
…
基
朝
臣

本
文
は
「
朝
」
に
「

基
」
を
重
書
し
、

読
み

難
い
た
め
か
さ
ら

に
「

基
」
を

傍
書
す
る
。
藤
原

良
基
（
一
〇
二
四
～
七
五
）
。
こ
の
と
き
従
四
位

下
、
右

近
衛
中

将
。
皇
太
后
宮

亮
（
皇
太
后
は

禎
子
内
親
王
）
・

備
中

権
介
を

兼
ね
る
。

父
は

藤
原

良
頼
、
母
は
源
経
房
女
。
右

近
衛

少
将
、

蔵
人
を

務
め
、

治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）

に
後
三
条

即
位
に
よ
り

蔵
人

頭
、
同
年
に
参

議
、
承
保
二
年
に
大

宰
大

弐
と
な
り

任
地

で
没
し
た
。

（
６
）
月
蝕

具
注
暦
朱
筆
の
記
載
で
あ
り
本
文
で
は
な
い
が
、
参
考
の
た
め
取
り
上
げ
る
。

『
扶

桑
略
記
』
同
日
条
「
月

蝕
」
と
あ
り
、
こ
の
月

食
は
実

際
に

観
察
さ
れ
た
。
半

分
強

の
部

分
月

食
で
、
子
～

丑
刻
に
か

け
て

起
き
た
。
「
六

刻
」
の
記

載
か
ら
、
時

刻
は
百

刻

制
に
も
と

づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
渡

邊
敏

夫
『
日

食
月

食
宝

典
』
（

雄
山

閣
出

版
、
一
九

七
九
）
月

食

221番
を
参
照
す
る
に
、

具
注
暦
は
お
お

む
ね
正
し

く
こ
の
月

食
を

予
測
し

て
い
る
。

（
７
）
兵
衛
佐
道
時

源
道
時
（
一
〇
四
五
～
一
一
二
〇
）
。
こ
の
と
き
兵
衛

佐
。

父
は
源

経
信
、
母
は
源
貞

亮
女
。
通
時
と
も
。
右

近
衛

少
将
、
太
皇
太
后
宮

亮
（
太
皇
太
后
は

章
子
内
親
王
）
、

蔵
人

頭
、

刑
部

卿
を

務
め
正
四
位

下
で
あ
っ
た
が
、

堀
河
天
皇
死
去
に

よ
り

公
卿
に
は

昇
ら
な
か
っ
た
。

父
経
信
は

歌
人
・

琵
琶

奏
者
で
あ
り
、
道
時
も
和

歌

会
に
参
加
し
琵
琶
を
奏
し
た
と
い
う
。

（
８
）
出
立
の
前
駆

斎
院
御

禊
の
出
立
の
前

駆
。
前

駆
は

行
列
前
方
を

騎
馬
で

進
み

先
導

す
る

者
を

い
う
。

斎
院
御

禊
の
前

駆
は
左
右
兵
衛
府
の

佐
・

尉
、
左
右
衛
門
府
の

佐
・
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尉
の
八
人
で
、
位
階
の
低
い
順
に
兵
衛
府
・
右
方
を
先
と
す
る
。
佐
は
「
前
駆
車
」（
『
永

昌
記
』
嘉
承
二
年
〈
一
一
〇
七
〉
四
月
一
四
日
条
な
ど
）
と
も
あ
り
、
牛
車
の
場
合
も

あ
っ
た
。

（
９
）
斎

院
賀
茂
斎
王
（
斎
院
）
の
御
所
。
平
安
京
北
郊
の
紫
野
に
位
置
し
紫
野
斎
院
、

紫
野
院
と
称
さ
れ
た
。
『
山
槐
記
』
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
四
月
一
六
日
条
「
紫
野
院

〈
所
謂
一
条
以
北
本
院
也
〉
」、
同
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）
四
月
九
日
条
「
参

二 本
院

一 …
…

入
二
東
門
〈
大
宮
面
平
門
也
…
…
〉

�内
鳥
居
一
〈
東
向
鳥
居
也
〉
」
か
ら
、
一
条
以
北
、

大
宮
大
路
の
末
路
西
側
に
所
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
角
田
文
衞
「
紫
野
斎
院
の
所
在

地
」
『
角
田
文
衞
著
作
集
四
』
法
蔵
館
、
一
九
八
四
）
。
こ
の
時
の
斎
院
は
正
子
内
親
王

（
一
〇
四
五
～
一
一
一
四
）
。
後
朱
雀
天
皇
五
女
、
母
は
藤
原
延
子
（
頼
宗
女
）
。
康
平
元

年
に
卜
定
、
同
三
年
に
紫
野
斎
院
に
入
り
、
延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
に
退
下
。
永
久

二
年
に
死
去
。

（

10）
同
車
「
共
に
牛
車
に
乗
る
関
係
と
は
、
普
段
か
ら
の
人
間
関
係
が
凝
縮
し
た
も
の
」

（
京
樂
真
帆
子
「
平
安
京
の
「
か
た
ち
」
」
『
平
安
京
都
市
社
会
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
二

〇
〇
八
）
。
俊
房
は
頼
通
邸
で
師
実
に
会
い
牛
車
に
同
車
し
斎
院
御
禊
を
見
物
し
た
。
俊

房
と
師
実
の
親
密
さ
が
う
か
が
え
る
。

（

11）
後

一
条

…
八

講
□

後
一
条
院
の
追
善
仏
事
と
し
て
の
法
華
八
講
。
後
一
条
天
皇
は

長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
四
月
一
七
日
に
死
去
。
『
日
本
紀
略
』
同
五
月
一
九
日
条
「
遺

詔
、
停

二
素
服
・
挙
哀
一
、
不

レ
任
二
喪
司
一
、
不

レ
置
二
国
忌
・
山
陵
一
」
か
ら
国
忌
は
置
か

れ
な
か
っ
た
が
、
平
安
中
期
以
降
、
国
忌
を
置
か
な
い
天
皇
・
上
皇
で
も
ゆ
か
り
の
寺

や
御
願
寺
で
忌
日
の
法
会
や
忌
日
を
発
願
／
結
願
日
と
す
る
法
華
八
講
（
『
法
華
経
』
八

巻
を
朝
夕
一
巻
ず
つ
四
日
間
で
講
じ
る
法
会
）
を
行
う
場
合
が
あ
り
公

卿
・
殿
上
人
・

旧
臣
が
参
列
し
た
。
本
文
の
□
が
残
画
か
ら
推
定
さ
れ
る
「
終
」
で
あ
れ
ば
結
願
日
で

あ
っ
た
か
。

（

12）
御

堂
法
成
寺
阿
弥
陀
堂
か
。
藤
原
道
長
は
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
に
九
体
阿
弥

陀
堂
を
建
立
、
さ
ら
に
堂

舎
を

造
営
し
て
法
成
寺
を
成
立
さ

せ
た
。
し
か
し
康
平
元
年

に
全

焼
、
頼
通
は
た

だ
ち
に

再
建
に
か
か
り
、

翌
年
に
は
阿
弥
陀
堂
・
五
大
堂
を

造
営

し
た
。
し
か
し

そ
の

他
の
堂

舎
の

再
建
は

容
易
に

進
ま
ず
、
事

業
は
師
実
に

引
き

継
が

れ
、
承
暦
三
年
に
落
慶
す
る
。
な
お
『
左
経
記
』（

類
聚
雑
例
）
長
元
九
年
四
月
二
六
日
、

五
月
一
・
八
・
一
五
・
二
二
・
二
九
日
、
六
月
六
日
条
に

み
え
る
後
一
条
院
の

初
七
日

～
七
七
日
の
誦
経
に
は
、
い
ず
れ
も
法
成
寺
が
含
ま
れ
る
。

（

13）
警
固
の
召
仰
四
月
中
酉
日
の
賀
茂
祭
に
際
し
二
日
前
の
未
日
に
行
わ
れ
る
警
固
儀
。

上
卿
（
大
臣
）
が
六
衛
府
の
将
・
佐
を
内
裏
紫
宸
殿
の
庭
に
召
し
「
賀
茂
祭
欲

レ 為
加
故

尓

如
レ
常

固
女
衛

マ
ツ
レ
」
と

命
じ
る
（
『

儀
式
』
一
、
賀
茂

祭
警

固
儀
な
ど
）
。

警
固
は
賀
茂

祭
終

了
の

翌
戌
日
の

解
陣

儀
ま
で

続
く
。
こ
の

警
固
の

召
仰
に
不
参
で
あ
っ
た
宮
内

卿

は
上
卿
で
、
兵
衛
府
不
参
に
よ
り
近
衛
府
と
衛
門
府
の
み
が
参
加
し
た
と
み
ら
れ
る
。

（

14）
宮

内
卿

源
経
長
（
一
〇
〇
五
～
七
一
）
。
こ
の
と

き
正
二
位
、

権
中

納
言
。
宮
内

卿
を

兼
ね
る
。

父
は

源
道
方
、
母
は

源
国

盛
女
。

左
中

弁
、
蔵
人

頭
を

務
め
、
長
久
四

年
（
一
〇
四
三
）
参

議
、
延
久
三
年

病
に

よ
り

辞
す
。
時
に

権
大

納
言
、
正
二
位
、
皇

太
后
宮
大
夫
（
皇
太
后
は
藤
原
寛
子
）。
同
年
出
家
し
死
去
。

（

15）
未

本
文
は

欠
損
に

よ
り

意
味
が

読
み

取
り

難
い
が
、
『

扶
桑
略
記
』
同
日
条
「

加

茂
祭
。
未
刻
、
天
陰
暴
風
雷
雨
。
氷
雹
交
降
、
大
如

二 梅
李

一 。
牛
馬
駭
走
。
数
剋
不

レ 銷
」

か
ら
、
「

未
」
は
時

刻
を

表
し
、
賀
茂

祭
日
の

雹
交
じ
り
の

暴
風

雷
雨
に
つ
い
て
の
記
録

で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
久
米
舞
子
）

（
二
）
康
平
七
年
五
月

【
本
文
】

（
前
闕
）

〔
十
七
日
壬
子
木
破
〕

□
甘
雨

十
八
日
癸
丑
木
危

雨
不
晴
。
巳

剋
許
参
殿
下
、
御
共
参

□
□

〔
宮
候
ヵ
〕宿
。

十
九
日
甲
寅
水
成
天
晴
。
今
日
御
物
忌
堅
固
也
。
仍
不
退
出
。
於
□
□

〔
四
ヵ
〕

宮
被

【
始
】
御
修
法

〔
×

條
ヵ
〕

二
檀 〔
壇
ヵ
〕。
臨
夜
退
出
。

廿
日
乙
卯
水
収
天
晴
。

廿
一
日

丙
辰

土
開

天
晴
。

辰
時
許
参
殿
下
、

即
□
□

〔
退
出
ヵ
〕

□
内
。

有
陣

定
。

左
府

着
外

座
給
。
先

有
□
□

□
□
□

。
次

有
不

堪
定
。

左
大

弁
書
之
。
又
次
有
振
給

〔
賑
ヵ
〕

使
定
。
同
大
弁
書
之
。
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（
裏
書
）
廿
一
。
左
府
退
出
給
之
後
、
権
大
納
言
来
月
六
日
可
被
行
被
補
□
□
□
□

〔
六
十
口
御
ヵ
〕

闕
請
云
々
。
次
有
殿
下
上
□

〔
表
ヵ
〕

□ 〔
事
ヵ
〕。
中

□ 〔
大
ヵ
〕夫
、
承
之
。
余
退
出

候
殿
下
、
□
□

〔
勅
答
ヵ
〕使
退
参
之
後
、
余
退
出
。

廿
二
日
丁
巳
土
閉

天
晴
。
辰
剋
許
参
大
納
言
。
未
時
許
右
大
弁

書
云
、

殿
下
御
心
地
、
今
□ 〔
日
ヵ
〕

者
。
下
官
早
速
参
入
候
宿
。

廿
三
日
戊
午
火
建
天
晴
。
今
日
皇
后
宮
母
上
御
念
仏
也
。
此
事
有
法
興
院
。

【
参
】
自
殿
下
■ 〔
×
参
〕件
念
仏
。

廿
四
日
己
未
火
除
天
晴
。
午
剋
参
殿
下
。
今
日
可
有
御
上
表
□
者
。
而
陰
陽

師
【
助
】
有
行
申
云
、
今
日
有
□

日
者
。

〔
也
ヵ
〕

仍
延
引
。

廿
五
日
庚
申
木
満
雨
降
。
未
時
参
殿
下
。
候
宿
。

廿
六
日
辛
酉
木
平
天
晴
。
今
日
有
奉
幣
事
。
廿
三
社
云
々
。
奉
□

〔
加
ヵ
〕比
叡
歟
云
々
。

宣
命
草
、
今
日
所
大
内
記
持
参
也
。

廿
七
日
壬
戌
水
定
天
晴
。
未
剋
許
参
殿
。
々
■ 〔
×
□
〕今
日
令
還
高
蔵
□
給
。

廿
八
日
癸
亥
水
執

天
陰
。
今
日
殿
下
御
上

□
□

〔
右
近
ヵ
〕中
藤

宗
俊
。

殿
下
御
物
忌
也
。
御
心
地
不
例
御
□
。

（
頭
書
）
八
卦
物
忌
不
宜
西
南
行

廿
九
日
甲
子
金
破

卅
日
乙
丑
金
危
雨
降
。
辰
剋
許
自
殿
下
退
出
。

【
書
き
下
し
】

十
七
日
、
壬
子
。

甘 （
１
）雨
。

十
八
日
、
癸
丑
。
雨
晴
れ
ず
。
巳
の
剋
ば
か
り
、
殿 （
２
）下
に
参
り
、
御
共
に
（
３
）

宮
に
参
り
、
候 （
４
）宿
す
。

十
九
日
、
甲
寅
。
天
晴
る
。
今
日
御 （
５
）物
忌
堅
固
な
り
。
仍
て
退
出
せ
ず
。
四 （
６
）□

宮
に
御 （
７
）修
法
二
壇
始
め
ら
る
。
夜
に
臨
み
て
退
出
す
。

廿
日
、
乙
卯
。
天
晴
る
。

廿
一
日
丙
辰
。
天 （
８
）晴
る
。
辰
の
時
ば
か
り
、
殿
下
に
参
り
、
即
ち
退
出
す
。

内
。
陣 （
９
）定
有
り
。
左 （

�）府
、
外 （

�）座
に
着
き
給
ふ
。
先
に
有 （

�）り
、

。
次
に
不 （

�）堪
定
有
り
。
左 （

�）大
弁
こ
れ
を
書
く
。
ま
た
次

に
賑 （

�）給
使
定
有
り
。
同
大
弁
こ
れ
を
書
く
。

（
裏
書
）
廿
一
。
左
府
退
出
し
給
ふ
の
後
、
権 （

�）大
納
言
、
来
月
六
日
六 （

	）十
口
御

の
闕 （


）請
を
補
せ
ら
る
る
を
行
は
る
べ
し
と
云
々
。
次
に
殿 （

�）下
の
上
表

の
事
有
り
。
中 （

�）

大
夫
、
こ
れ
を
承
く
。
余
退
出
し
、
殿
下
に
候
ず
。

勅 （

）答
使
退
参
の
後
、
余
退
出
す
。

廿
二
日
、
丁
巳
。
天
晴
る
。
辰
の
剋
ば
か
り
大 （

�）納
言
に
参
る
。
未
の
時
ば
か
り

右 （

�）大
弁

書
に
云
は
く
、
殿
下
の
御
心
地
、
今 （

�）日
、

�て （

�）へ
り
。
下

官
早
速
参
入
し
て
候 （

�）宿
す
。

廿
三
日
、
戊
午
。
天
晴
る
。
今
日
、
皇 （

�）后
宮
母
上
の
御 （

�）念
仏
な
り
。
こ
の
事
法 （

�）

興
院
に
有
り
。
殿 （

�）下
よ
り
件
の
念
仏
に
参
る
。

廿
四
日
、
己
未
。
天
晴
る
。
午
の
剋
、
殿
下
に
参
る
。
今
日
、
御 （

�）上
表
□
有
る

べ
し
、
て
へ
り
。
而
る
に
陰 （

�）陽
師
助
有
行
申
し
て
云
は
く
、
今
日
、

有
る
日
、
て
へ
り
。
仍
て
延 （

�）引
す
。

廿
五
日
、
庚
申
。
雨
降
る
。
未
の
時
、
殿
下
に
参
る
。
候
宿
す
。

廿
六
日
、
辛
酉
。
天
晴
る
。
今
日
、
奉 （

�）幣
の
事
有
り
。
廿 （

�）三
社
と
云
々
。
比 （

�）叡

を
加
へ
奉
る
か
と
云
々
。
宣 （

�）命
草
、
今
日
、
大 （

�）内
記
持 （

 ）ち
参
る
と
こ
ろ
な
り
。

磐下 徹 久米 舞子 北村 安裕 堀井佳代子 宮川 麻紀
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廿
七
日
、
壬
戌
。
天
晴
る
。
未
の
剋
ば
か
り
殿
に
参
る
。
殿
、
今
日
、
高 （

�）蔵
□

に
還
ら
し
め
給
ふ
。

廿 （

�）九
日
、
甲
子
。
天
陰
る
。
今
日
、
殿 （

�）下
御
上

右
近
中
藤 （

�）

宗 （

�）俊
。

殿
下
御
物
忌
な
り
。
御
心
地
不
例
に
御
□
。

卅
日
、
乙
丑
。
雨
降
る
。
辰
の
剋
ば
か
り
殿
下
よ
り
退
出
す
。

【
註
】

（
１
）
甘
雨
恵
み
の
雨
。「
甘
雨
」
の
上
の
文
字
（
残
画
）
は
、「
應
」
か
。

（
２
）
殿
下
藤
原
頼
通
（「
殿
下
」）
の
居
所
は
高
倉
殿
か
。
註
（
３
）
参
照
。

（
３
）

宮
「
宮
」
字
は
僅
存
。
こ
こ
で
俊
房
は
頼
通
と
と
も
に

宮
に
赴
き
、
そ

の
ま
ま
四
条
宮
で
の
御
修
法
に
立
ち
会
っ
て
い
る
の
で
、

に
は
「
四
條
」
が
入
る
。

頼
通
は
、
康
平
七
年
三
月
八
日
に
高
倉
殿
か
ら
四
条
宮
に
渡
り
、
一
八
日
ま
で
は
四
条

宮
に
留
ま
っ
た
。
そ
の
後
の
居
所
は
不
明
だ
が
、
五
月
二
七
日
条
に
高
倉
殿
に
「
還
」
っ

た
と
あ
る
の
で
、
高
倉
殿
に
戻
っ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
候
宿
翌
日
が
頼
通
の
物
忌
だ
っ
た
た
め
、
俊
房
は
四
条
宮
に
宿
泊
し
た
。

（
５
）
御
物
忌
頼
通
の
物
忌
。

（
６
）
四
□
宮

一
文
字
目
は
「
四
」
の
残
画
と
考
え
ら
れ
、
全
体
と
し
て
は
「
四
條
宮
」

と
書
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

（
７
）
御
修
法

密
教
に
よ
る
加
持
祈
祷
。
本
尊
と
担
当
す
る
僧
侶
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
、

二
壇
の
修
法
を
行
っ
た
。
頼
通
の
恢
復
を
願
っ
た
も
の
か
。

（
８
）
天
晴
る
「
天
」
字
の
右
方
の
破
損
か
ら
「
晴
」
字
の
右
方
に
か
け
て
合
点
の
よ
う

な
墨
線
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
意
図
は
未
詳
。

（
９
）
陣
定

こ
の
時
は
、
左
大
臣
藤
原
教
通
を
上

卿
と
し
て
何
ら
か
の
定
と
諸
国
の
不
堪

佃
田
に
関
す
る
定
を
行
っ
た
。
そ
の
後
に
京
中
賑
給
の
使
に
関
す
る
定
が
な
さ
れ
、
教

通
の
退
出
後
に
権
大
納
言
（
藤
原
信
長
か
。
註
（

16）
参
照
）
の
も
と
で
御
読
経
の
闕

請
と
、
頼
通
の
上
表
へ
の
勅
答
使
に
関
わ
る
指
示
が
出
さ
れ
た
。

（

10）
左
府
藤
原
教
通
。
父
は
藤
原
道
長
、
母
は
源
倫
子
で
、
頼
通
の
同
母
弟
。
こ
の
時
、

従
一
位
左
大
臣
。
皇
太
弟
傅
を
兼
ね
て
い
た
。

（

11）
外
座

陣
座
に
お
け
る
座
所
。
「
奥
座
」
な
ど
と
対
置
さ
れ
る
概
念
（
『
小
右
記
』
寛

仁
二
年
〔
一
〇
一
八
〕
一
一
月
二
二
日
条
な
ど
）
で
、
南
座
に
同
じ
（
『
御
堂
』
寛
弘
六

年
〔
一
〇
〇
九
〕
一
二
月
二
九
日
条
、『
権
記
』
同
日
条
）。

（

12）
有
り

こ
の
下
に
記
さ
れ
て
い
た
第
一
の
議
題
は
、
破
損
の
た
め
殆
ど
判
読
で
き
な

い
。
こ
の
た
め
、
便
宜
的
に

�倒
さ
せ
た
訓
読
文
を
附
し
た
。

（

13）
不
堪
定

諸
国
が

申
請
し
た
不
堪
佃
田
の

免
租
に
関
わ
る
定
。
不
堪
佃
田
と
は
、
田

図
所

載
の
田
の
中
で
、
当
年
は

耕
作
不
能
と

申
告
さ
れ
た
田
。
こ
の

頃
、
国

内
の
田

数

の
一

割
は
「
例
不
堪
」
と
し
て
あ
ら
か
じ
め

免
除
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を

越
え
る

分
に

つ

い
て
は

申
請
が

必
要
だ
っ
た
。

申
請
が
な
さ
れ
る
と
、

申
文
の

場
で

解
文

・
坪

付
帳
の

不
備
等
が
審
査
さ
れ
、
一
度
奏
上
さ
れ
た
後
（
荒
奏
）
、
天
皇
の
指
示
を
仰
い
で
不
堪
定

に
か
け
ら
れ
る
。
不
堪
定
で
は
、
文
書
を
回
覧
し
、
上

卿
の
指
示
で
大
弁
が
定
文
を

作

成
し
た
。
そ
の
結
果
は
再
度
奏
上
さ
れ
（
和
奏
）
、
裁
可
さ
れ
る
。
不
堪
佃
田
に
関
す
る

政
務
は
、
諸
儀
式
書
に
よ
る
と
九
月
に
な
さ
れ
る
が
、
一
二
月
に
か
け
て
順
次
行
わ
れ

て
い
く
の
が
普
通
で
、
翌
年
以
降
に
持
ち

越
さ
れ
る

場
合
も
あ
っ
た
。
今
回
は
、
お
そ

ら
く
は
前
年
の
不
堪
佃
田
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

（

14）
左
大
弁

参
議
藤
原
経
家
。
康
平
七
年
二
月
の
註
（

17）
参
照
。
不
堪
定
で
は
、
大

弁
が
定
文
を
記
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
註
（

13）
参
照
）。

（

15）
賑
給
使
定

京
中
賑
給
を
担
当
す
る
使
の
定
。
賑
給
と
は
、
即
位
な
ど
天
皇
の
徳
を

示
す
べ
き
機
会

や
飢

饉
・

災
害
な
ど
の

際
に

民
衆
に

食
料
を

配
給
す
る
こ
と
。
諸
国
で

実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
京
中
に

限
定
さ
れ
て
い
き
、
一
〇

世
紀

頃
か
ら
五
月
の

年
中
行

事
と
な
っ
た
。
京
中
賑
給
を

実
行
す
る
賑
給
使
は
、
左
右

兵
衛

・
衛

門
府
の

佐

～
志
、
左
右

馬
寮
の

助
～

属
か
ら

選
ば
れ
（
『
行
成
大
納
言
年
中
行

事
』
）
、
長

元
九
年

（
一
〇
三
六
）
八
月
の

実
例
で
は
、
左
右
京
の
一
条
、
二
条
、
三
と
四
条
、
五
と
六
条
、

七
と
八
と
九
条
に
そ
れ
ぞ
れ
三

人
ず

つ
配
当
さ
れ
て
い
る
（
『

江
家
次
第
』
七
、
賑
給
使

事
）
。
上

卿
は
一
上
で
、
次

席
以
下
が
担
当
す
る
こ
と
も
で
き
た
（
『

西
宮
記
』
三
、
定

賑
給
使
事
）。
定
文
は
参
議
大
弁
が
記
す
（『

新
撰
年
中
行
事
』）。

（
16）

権
大
納
言
権
大
納
言
は
源
師
房
、
藤
原
能
信
・
長
家
・
資
平
・
信
長
の
五
人
だ
が
、

こ
こ
で
の
「
権
大
納
言
」
は
兼

官
の
な
い
信
長
だ

ろ
う
（

師
房
も
兼

官
は
な
い
が
、

主

と
し
て
「
大
納
言
殿
」
と

呼
ば
れ
る
）
。
藤
原
信
長
は
、
こ
の
時

正
二
位
権
大
納
言
。
父

は
教
通
、
母
は
藤
原

公
任
の

女
。

治
安
二
年
（
一
〇
二
二
）
に

生
ま
れ
、
長

元
五
年

（
一
〇
三
二
）
に

叙
爵
。
翌
年
に
は

昇
殿
を

認
め
ら
れ
、

侍
従
と
な
っ
た
。
左

兵
衛

佐
・

『水左記』註釈（康平七年四月～閏五月）
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蔵
人
頭
な
ど
を
勤
め
、
長
久
二
年
（
一
〇
四
一
）
に
従
三
位
に
昇
る
。
同
四
年
に
は
参

議
に
任
じ
ら
れ
、
す
ぐ
に
権
中
納
言
に
進
ん
だ
。
権
大
納
言
任
官
は
康
平
四
年
。

（

17）
六
十
口
御

「
六
十
口
御
読
経
」
と
書
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
閏
五
月
六

日
に
南
殿
で
開
催
さ
れ
た
御
読
経
を
指
す
。

（

18）
闕
請
請
僧
の
欠
員
。

（

19）
殿
下
の
上
表

三
月
の
上
表
（
康
平
七
年
三
月
の
註
（

21）
、
四
月
（
本
誌
）
の
註

（
４
）
参
照
）
と
同
様
に
、
関
白
を
辞
す
る
た
め
の
上
表
だ
ろ
う
。
上
表
が
な
さ
れ
た
の

は
、
記
事
が
欠
け
て
い
る
四
月
下
旬
～
五
月
中
旬
と
み
ら
れ
る
。
『
公

卿
補
任
』
（
新
訂

増
補
国
史
大
系
）
康
平
七
年
条
の
頼
通
の
「
七
月
八
日
上
表
辞
職
」
と
い
う
記
載
に
は
、

「
四
イ
」
「
廿
二
イ
」
と
註
さ
れ
る
が
、
七
月
八
日
と
は
別
に
四
月
二
二
日
の
上
表
が
あ

り
、
そ
れ
が
当
日
条
に
関
係
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
頼
通
は
、
関
白
左
大
臣
で
あ
っ
た

康
平
二
年
の
二
月
・
三
月
（
『
公

卿
補
任
』
『
康
平
記
』
）
と
、
翌
三
年
六
月
に
上
表
し
て

（
『
康
平
記
』
）
、
七
月
に
左
大
臣
を
辞
し
た
（
『
公

卿
補
任
』
）
。
同
四
年
に
は
太
政
大
臣
に

任
じ
ら
れ
る
が
、
翌
五
年
正
月
に
二
度
（
『
康
平
記
』
、
『
続
文
粋
』
四
）
、
九
月
に
一
度

上
表
し
て
辞
し
て
い
る
（
『
康
平
記
』
、
『
公

卿
補
任
』
）
。
関
白
に
つ
い
て
は
、
康
平
五
年

の
一
一
月
（『
康
平
記
』）
と
、
同
六
年
六
月
・
一
二
月
に
辞
表
を
出
し
た
（『
公
卿
補
任
』）

が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
康
平
七
年
に
は
、
三
月
と
今
回
の
ほ
か
、
五
月
二
四
日
に
も
上

表
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
延
引
し
て
（
同
日
条
）
、
同
月
二
九
日
に
な
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
（
註
（

42）
参
照
）
。
さ
ら
に
七
月
八
日
に
も
上
表
し
て
お
り
（
『
公

卿
補
任
』
）
、

上
表
文
が
『
続
文
粋
』
四
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
一
二
月
一
三
日
に
は
、
氏
長
者
を
教

通
に
譲
っ
て
い
る
（
『
公

卿
補
任
』
）
。
治
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
に
は
二
度
の
上
表
で
つ

い
に
辞
関
白
を
許
さ
れ
た
が
、
「
政
巨
細
悉
可

二
諮
詢

一
」
と
さ
れ
（
『
公

卿
補
任
』
）
、
翌

年
三
月
の
上
表
（
『
水
左
記
』
同
月
二
三
日
条
）
を
経
て
、
宇
治
に
隠
遁
し
た
。
康
平
五

年
正
月
一
〇
日
の
事
例
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
日
時
の
勘
申
が
な
さ
れ
、
作
成
さ
れ
た
草

案
は
頼
通
の
閲
覧
を
経
て
清
書
さ
れ
、
午
刻
に
内
裏
に
献
じ
ら
れ
た
。
夕
方
に
な
り
、

俊
房
が
勅
使
と
な
っ
て
頼
通
邸
に
い
た
り
、
表
を
返
却
し
た
。
こ
の
時
、
頼
通
は
勅
使

に
直
接
は
会
わ
な
か
っ
た
（
『
康
平
記
』
）
。
こ
の
事
例
で
は
勅
使
は
当
日
に
至
っ
て
い
る

が
、
康
平
二
年
三
月
の
上
表
の
際
に
は
勅
答
が
翌
三
年
二
月
に
な
る
（
『
康
平
記
』
同
月

一
一
日
条
）
な
ど
、
一
定
の
期
間
を
経
て
勅
使
が
派
遣
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

（

20）
中

大
夫
「
中
宮
権
大
夫
」
か
。
中
宮
権
大
夫
は
権
中
納
言
藤
原
経
輔
。
康
平

七
年
三
月
の
註
（

14）
参
照
。
経
輔
は
勅
答
使
派
遣
を
取
り
仕
切
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

（

21）
勅
答
使
『
北
山
抄
』
六
、
勅
答
事
に
は
、
「
差
二
近
衛
次
将

一
令
二
返
給

一
」
と
あ
る
。

た
だ
し
初
度
の
上
表
に
対
す
る
勅
答
使
に
は
、
「
親
人
」
の
中
納
言
が
あ
て
ら
れ
た

（
『
西
宮
記
』
一
三
、
太
政
大
臣
摂
政
表
）
。
康
平
年
間
に
は
、
康
平
二
年
二
月
一
一
日
・

同
三
年
二
月
一
一
日
・
同
年
六
月
二
二
日
（
と
も
に
『
康
平
記
』
）
に
源
顕
房
（
右
近
衛

中
将
）
、
同
五
年
正
月
一
〇
日
（
『
康
平
記
』
）
に
俊
房
（
権
中
納
言
）
、
同
年
一
一
月
一

一
日
（
『
康
平
記
』
）
・
同
七
年
四
月
五
日
（
『
水
左
記
』
）
に
藤
原
良
基
（
右
近
衛
中
将
）

が
頼
通
の
上
表
の
勅
答
使
を
つ
と
め
て
い
る
。
『
康
平
記
』
同
二
年
二
月
一
一
日
条
の
事

例
で
は
、
勅
答
使
顕
房
は
師
実
に
出
迎
え
ら
れ
て
勅
答
を
渡
し
、
邸
内
に
入
っ
た
後
に

頼
通
の
代
理
で
あ
る
師
実
の
拝
舞
を
受
け
、
師
実
を
通
じ
て
禄
を
受
け
取
っ
て
退
出
し

て
い
る
。

（

22）
大
納
言

源
師
房
。
一
日
最
初
の
父
師
房

へ
の
参
上
は

多
い
（
康
平
五
年
正
月
五
日

条
等
）。
師
房
は
康
平
五
年
正
月
の
註
（
１
）
参
照
。
時
に
正
二
位
権
大
納
言
。

（

23）
右
大
弁

源
隆
俊
。
康
平
六
年
二
月
の
註
（

12）
参
照
。
時
に
従
三
位
参
議
右
大

弁

兼
修
理
権
大
夫
・
近

江
権

守
、
四
〇

歳
。
父

隆
国
は
頼
通
と
関
係
が

深
い
。

隆
俊
は
頼

通
の
病
状
を
俊
房
に
伝
え
て
い
る
。
父
と
と
も
に
頼
通
に
仕
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

（

24）
今
日
「
今
日
」
の
下
は
欠

損
で
読
め
な
い
が
、
俊
房
が
そ
れ
を

聞
い
て

候
宿
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
殿
下
の
御
心
地
」
の
悪
化
を
示
す
語
句
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

（

25）
て
へ
り
…
、
早
速
「
者
下
官

早
速
」
の
五

字
の
上
に
か
け
て

流
れ
る
よ
う
な

曲
線

の
筆
跡
が
あ
り
、
か
つ
「
下
」
字
の
上
に
点
を
付
す
が
、
意
味
す
る
所
は
未
詳
。

（

26）
候
宿
す

欠
損
が
あ
る
た
め
、
後
ろ
に
文

章
が
続

く
可
能
性
も
あ
る
が
、
五
月
二
五

日
条

や
閏
五
月
二
三
日
条
は
「

候
宿
」
で

終
わ
る
こ
と
、
こ
の

語
が

宿
泊
を

意
味
す
る

こ
と
か
ら
、
本
日
条
は
こ
こ
で
終
わ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（

27）
皇
后
宮
母
上

藤
原

祇
子
（

？
～
一
〇
五
三
）
。
源

祇
子
と
も
。

皇
后
宮
は
後

冷
泉

天
皇

皇
后
、
頼
通

女
寛

子
。

祇
子
は
頼
通
の

妻
妾
で
師
実
・

寛
子
の

母
。

具
平
親

王
男

で
藤
原
伊
祐
の
養
子
の
頼
成
女
と
も
、
具
平
親
王
女
と
も
さ
れ
る
（『

栄
花
物
語
』
三
一
・

三
六
・
『

扶
桑

略
記
』

永
承
五
年

〔
一
〇
五
〇

〕
一
二
月
二
一
日
条
）
。

角
田
文

衞
は
父

頼
成
・

母
藤
原

惟
憲

女
だ
が
、
正

妻
の

隆
姫
を

憚
っ
て

具
平
親

王
女
と
し
た
と
す
る

（
「
関
白
師
実
の

母
」
『

王
朝
の

映
像
』

東
京

堂
出

版
、
一
九
七
〇
）
。

天
喜

元
年
（
一
〇

五
三
）
五
月
二
三
日

死
去
。
翌
四
月
二
六
日

贈
従
二
位
（
『

扶
桑

略
記
』
）
。
三
条
殿
・
進

命
婦
と
も
。
『
宇
治

拾
遺

物
語
』
六
〇
は
清
水

寺
僧
が

彼
女
に

法
華
経
の

功
徳
を

授
け
た

話
を
載
せ
る
。
時
に
死
後
一
一
年
目
。
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（
28）

御
念
仏

祇
子
の
忌
日
に
追
善
供
養
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
。
祇
子
の
追
善
仏
事
は
、

死
後
一
年
の
天
喜
二
年
に
は
五
月
一
九
日
に
法
性
寺
、
二
三
日
に
三
条
第
（『
春
記
』）
で
、

永
保
四
年
（
一
〇
八
三
）
（
『
水
左
記
』
）
、
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）
（
『
為
房

卿
記
』
）
、

嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
（
『
中
右
記
』
）
に
は
忌
日
の
五
月
二
三
日
に
法
成
寺
西
北
院
で

開
催
さ
れ
た
。
『
帥
記
』
永
保
元
年
五
月
二
三
日
条
に
は
、
同
日
に
師
実
主
催
の
西
北
院

の
仏
事
と
法
興
院
の
「
四
条
宮
御
忌
日
」
と
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
今
回
の

法
興
院
の
仏
事
も
寛
子
の
主
催
で
あ
ろ
う
。

（

29）
法
興
院

京
外
の
東
京
極
大
路
東
、
二
条
末
北
に
位
置
す
る
寺
院
。
藤
原
兼
家
の
東

二
条
院
が
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
に
寺
院
と
さ
れ
、
同
五
年
二
月
、
藤
原
道
隆
が
吉
田

野
の
積
善
寺
を
法
興
院
内
に
移
動
（
『
栄
花
物
語
』
四
・
『
本
朝
文
粋
』

147〔
番
号
は
新

日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
〕
）
。
兼
家
の
命
日
七
月
二
日
結
願
の
法
華
八
講
が
長
く
催

さ
れ
た
。
寛
弘
八
年
一
〇
月
、
長
和
五
年
七
月
に
焼
亡
す
る
が
（
『
御
堂
』
寛
弘
八
年
一

〇
月
六
日
条
・
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
七
月
二
一
日
条
）
、
そ
の
度
に
再
建
。
万
寿
四

年
（
一
〇
二
七
）
正
月
三
日
に
再
び
焼
亡
（
『
小
右
記
』
『
日
本
紀
略
』
）
。
長
元
九
年
に

後
一
条
天
皇
七
七
日
の
七
寺
（
他
に
珍
皇
寺
・
円
教
寺
・
仁
和
寺
・
円
融
寺
・
禅
林
寺
・

法
成
寺
）
と
し
て
見
え
（
『
左
経
記
』
同
年
六
月
六
日
条
）
、
こ
れ
以
前
に
再
建
さ
れ
た

よ
う
だ
。

（

30）
殿
下
よ
…
に
参
る
「
参
」
の
抹
消
と
傍
書
が
あ
る
。
初
め
は
「
自
殿
下
参
件
念
仏
」

と
し
て
い
た
が
、
後
か
ら
「
参
」
の
位
置
が
気
に
な
り
、
改
め
た
の
だ
ろ
う
。

（

31）
御
上
表
…
る
べ
し

頼
通
の
関
白
を
辞
す
る
上
表
。
五
月
二
一
日
の
勅
答
を
受
け
、

上
表
し
た
も
の
。
上
表
は
註
（

19）
参
照
。
ま
た
欠
損
部
分
は
「
事
」
が
入
る
か
。

（

32）
陰
陽
師
助
有
行

安
倍
有
行
。
時
親
の
男
。
享
年
五
六
歳
で
従
四
位
下
ま
で
昇
り
、

主
税
助
・
陰
陽
博
士
・
陰
陽
権
助
を
歴
任
（
『
尊
卑
分
脈
』
）
。
天
喜
三
年
に
従
五
位
下
で

陰
陽
権
助
（
『
成
文
抄
』
七
、
連
奏
）
。
本
条
の
「
陰
陽
師
助
」
は
陰
陽
助
、
ま
た
は
権

助
を
示
す
が
、
「
陰
陽
師
有
行
」
に
後
で
「
助
」
を
補
う
こ
と
か
ら
、
陰
陽
寮
官
人
以
前

に
、
俊
房
が
彼
を
陰
陽
道
の
技
能
者
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
有
行
は

康
平
三
年
六
月
二
二
日
に
も
頼
通
の
上
表
日
時
を
勘
申
し
た
（『
康
平
記
』）。

（

33）
延
引
す
二
九
日
に
延
引
さ
れ
た
。
註
（

42）
参
照
。

（

34）
奉
幣

『
扶

桑
略
記
』
に
は
四
月
一
九
日
に
「

氷
雹
交
降
、
大
如
二
梅
李
一
」
が
、
そ

し
て
二
三
日
に
軒
廊
御
卜
が
あ
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
怪
異
へ
の
奉
幣
で
あ
ろ
う
。

（

35）
廿
三
社

臨
時
奉
幣
の
対
象
と
し
て
二
十
二
社
が
頻
出
す
る
。
九
世
紀
末
か
ら
見
え

る
十
六
社
（
伊
勢
・
石
清
水
・
賀
茂
上
下
・
松
尾
・
平
野
・
稲
荷
・
春
日
・
大
原
野
・

石
上
・
大
和
・
大
神
・
広
瀬
・
竜
田
・
住
吉
・
丹

生
川
上
・

貴
布

禰
）
に
、
正
暦
二
年

に
三
社
（
吉
田
・
広
田
・
北
野
）
、
同
五
年
に
梅
宮
、
長

徳
元
年
（
九
九
五
）
に

祇
園
を

加
え
て
二
十
一
社
と
な
る
。
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
に
日
吉
を

加
え
る
が
、
こ
れ
を

除
く

場
合
も
あ
り
、
永
保
元
年
に
改
め
て
同
社
を

加
え
て
永
く
二
十
二
社
と
し
た
（

岡

田
荘

司
「
二
十
二
社
の
成

立
と

公
祭

制
」
『
平
安
時

代
の

国
家
と

祭
祀
』

続
群
書

類
従

完

成
会
、
一
九
九
四
）
。
「
二
十
三
社
」
は
あ
ま
り
見
え
な
い
が
（

岡
田

荘
司
・

並
木
和
子

「
臨
時
神
社
奉
幣
表

１
・

２
」
『

国
学
院
大
学
日
本
文

化
研

究
所
紀

要
』
五
九
・
六
二
、

一
九
八
七
・
八
八
）、
賀
茂
上
下
を
別
に
し
た
だ
け
で
実
態
は
二
十
二
社
で
あ
ろ
う
。

（

36）
比
叡

日
吉
社
。
前
註
で

述
べ
た
よ
う
に
日
吉
を

除
く

場
合
も
あ
る
た
め
、

敢
え
て

書
い
た
か
。
或
い
は
俊
房
は
「
二
十
二
社
」
を
日
吉
を
除
く
と
認
識
し
て
い
た
か
。

（

37）
宣
命
草
『
朝
野

群
載
』
一
二
に

応
和
三
年
（
九
六
三
）
の

祈
雨
の

宣
命
、
長
元
三

年
の
止
雨
の
宣
命
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
が
こ
こ
で
も
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

（

38）
大
内
記

九
月
一
一
日
条
に
は
大
内
記
と
し
て
藤
原
成

季
が

確
認
で

き
る
が

未
詳
。

こ
こ
で
奉
幣

当
日
に

宣
命

草
を

持
っ
て

き
て
い
る
。
『
北

山
抄
』
六
、
奉
幣

諸
社
事
で
は

上
卿
が
内
記
に

宣
命

作
成
を
命

じ
、

当
日
以
前
に
清
書
す
る
。
『

江
家

次
第
』
一
二
、

祈

雨
止

雨
奉
幣

〈
二
社

〉
で
は
、

当
日
に
内
記
が

宣
命

草
を
上

卿
に

進
上
し
、
内

覧
に

遣

わ
さ
れ
て
お
り
、
本
条
の
内

容
と

合
致
す
る
。
『

柱
史
抄
』
で
も

祈
年

穀
奉
幣
（

恒
例
の

二
十
二
社
奉
幣
）
に
「
前
一
日
、
有

二
草
奏
事

一
。
〈

近
代

或
用

二
当
日

一
。
〉
」
と
、
前
日
に

行
う

べ
き

宣
命

草
奏
上
が

当
日
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
同

様
の

状
況
が
本
条
の
臨
時

奉
幣
に
も
見
ら
れ
る
。

（

39）
持
ち
参
る

関
白
頼
通
の
内

覧
を
経
る
た
め
、
大
内
記
が

宣
命

草
を

持
っ
て

き
て
い

る
。
俊
房
は
奉
幣
に
は
関
わ
ら
な
い
が
、
こ
の
場
面
に
た
ま
た
ま
出
く
わ
し
た
か
。

（

40）
高
蔵
□

欠
損
部
は
「
殿
」
か
。

高
蔵
殿
は

高
倉
殿
と
も
。
頼
通
の

邸
宅
（
康
平
七

年
三
月
の
註
（

32）
参
照
）
。
彼
は
五
月
一
八
日
か
ら
二
七
日
の
一
〇
日

間
、
四
条
宮
に

い
た
こ
と
に
な
る
（
註
（
３
）
参
照
）。

（
41）

廿
九
日
、
甲
子

自
筆
本
は
「

廿
八
日
」
と
「

廿
九
日
」
の
上
に

点
を

付
し
て

曲
線

で
つ
な

ぎ
、
二
八
日
に
記
し
た
記
事
を
二
九
日
の
こ
と
に
改
め
て
い
る
。
書

き
下
し
で

は
こ
れ
に
従
っ
て
日
付
を
改
め
た
。

（

42）
殿
下
御
上

三
月
一
六
日
条
「
今
日
殿
下
御
上
表
、

其
使
中

将
隆

綱
」
と

字
の

並
び

が
酷

似
し
て
い
る
。
こ
の
下
の
欠
損
部
に
は
「
表
」
が
入
り
、
「
殿
下
御
上
表
」
と
し
て

『水左記』註釈（康平七年四月～閏五月）
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い
た
か
。
五
月
二
四
日
の
延
引
し
た
分
を
こ
こ
で
行
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

（

43）
藤

「
藤
」
字
は
「
将
」
と
書
こ
う
と
し
た
と
も
見
え
る
。
上
の
字
と
続
け
て

「
右
近
中
将
」
と
あ
る
方
が
意
味
も
通
り
や
す
い
が
、
字
形
は
「
藤
」
で
あ
る
。

（

44）
宗

俊
藤
原
宗
俊
（
一
〇
四
六
～
九
七
）
。
時
に
正
四
位
下
右
近
中
将
、
一
九
歳
。

俊
家
男
、
頼
宗
の
孫
。
母
は
源
隆
国
女
。
天
喜
五
年
叙
爵
。
康
平
元
年
侍
従
。
同
二
年

馨
子
内
親
王
御
給
で
従
五
位
上
。
康
平
六
年
右
中
将
。
同
七
年
皇
后
宮
（
藤
原
寛
子
）
御

給
で
正
四
位
下
。
翌
年
蔵
人
頭
。
治
暦
三
年
参
議
（『
公
卿
補
任
』）。
権
大
納
言
に
昇
り
、

こ
の
間
、
讃
岐
権
守
・
皇
太
后
宮
権
大
夫
（
皇
太
后
は
章
子
内
親
王
）
等
を
兼
帯
し
、

承
徳
元
年
薨
去
。
宗
忠
の
父
。

（
一
七
～
二
一
日
条

：

北
村
安
裕
、
二
二
～
三
〇
日
条

：

堀
井
佳
代
子
）

（
三
）
康
平
七
年
閏
五
月

【
本
文
】

閏
五
月
小

一
日
丙
寅
火
成
天
晴
。
未
時
許
自
殿
下
。

二
日
丁
卯
火
収
天
晴
。
晩
頭
自
殿
下
有
使
□
□
□

〔
云
御
ヵ
〕

□
□
令

〔
地
不
ヵ
〕

如
例
□ 〔
也
ヵ
〕。
早
々
可

参
者
。
乍
驚
走
参
。
明
日
〈
ハ
〉
依
御
物
忌
不

。

（
頭
書
）
八
卦
物
忌
不
宜
西
南
行

三
日
戊
辰
木
開
天
晴
。
今
殿
下
御
物
忌
堅
固
、
□
□
□
□
□

〔
外
人
無
出
入
ヵ
〕

。

四
日
己
巳
木
閉
天
晴
。
巳
剋
許
与
内
府
同
車
罷
出
。

五
日
庚
午
土
建
雨
降
。

六
日
辛
未
土
除
雨
降
。
今
日
参
大
内
。
於
南
殿
有
六
十
口
御
読
経
。
頭
弁
泰

賢
朝
臣
仰
御
願
之
趣
。
先
□

□
気
色
。
次
□

�

師
。
事
畢
、
次
於

御
前
有
臨
時
経
。
有
□

云
々
。

（
裏
書
）
六
日
、
上
卿
右
衛
督

〔
門
脱
カ
〕承
之
。
下
官
自
内
宿
殿
下
。

七
日
壬
申
金
満
雨
降
。
今
日
殿
下
物
忌
也
。
依
多
人
数
早
旦
退

〔
×
□
〕

出
。
晩
欲
参

殿
之
間
、
内
相
府
寄
書
云
、
今
夜
ハ
□

�、
今
夜
可
参
籠
者
。
仍
不
参
。

八
日
癸
酉
金
平
雨
降
。
申
時
許
■ 〔
×
□
〕参
殿
下
。
其
次
先
参
左
府
言
談
。
須
臾
退

出
。
次
参
大
納
言
殿
。
臨
夜
参
宿
殿
下
。

九
日
甲
戌
火
定
天
晴
。
今
日
殿
下
請
十
口
僧
被
行
孔
雀
経
御
読
経
。
是
今
日

御
物
忌
堅
固
也
。
仍
為
御
慎
也
。

十
日
乙
亥
火
執
天
晴
。
候
殿
下
。
晩
頭
退
出
。

十
一
日
丙
子
水
破
今
日
有
政
。
下
官
為
上
卿
。
其
儀
用
雨
。
南
所
申
□

〔
文
ヵ
〕五
通
。

十
二
日
丁
丑
水
危
天
晴
。
午
後
参
大
納
殿

〔
言
脱
カ
〕。
次
参
殿
下
、
就
明
日
御
忌
。

十
三
日
戊
寅
土
成
天
晴
。
候
殿
下
。

十
四
日
己
卯
土
成
天
晴
。
早
朝
退
出
。
参
大
納
言
殿
。

十
五
日
庚
辰
金
収
天
晴
。
未
剋
許
自
殿
下
退
出
。

十
六
日
辛
巳
金
開
天
晴
。
早
■ 〔
×
□
〕旦
参
殿
下
。
被
仰
云
、
夜
前
胸
頗
痛
、
心
地

未
爽
者
。
未
時
許
御
□

〔
心
ヵ
〕地
令
起
給
。
□
□

〔
入
夜
ヵ
〕弥
令
苦
給
者
也
。
下
官
候
宿
。

【
書
き
下
し
】

一
日
、
丙
寅
。
天
晴
る
。
未
の
時
ば
か
り
、
殿 （
１
）下

よ
り
。

二
日
、
丁
卯
。
天
晴
る
。
晩
頭
、
殿
下
よ
り
使
有
り
て
云
は
く
、
御 （
２
）□
地
、
例

の
ご
と
く
あ
ら
し
め
ざ
る
な
り
。
早
々
に
参
る
べ
し
、
て
へ
り
。
驚
き
な
が
ら

走
り
参
る
。
明
日
は
御
物
忌
に
よ
り
（
３
）

せ
ず
。

三
日
、
戊
辰
。
天
晴
る
。
今
、
殿
下
御
物
忌
堅
固
に
し
て
、
外 （
４
）人
出
入
り
無
し
。

四
日
、
己
巳
。
天
晴
る
。
巳
の
剋

ば
か
り
、
内 （
５
）府
と
同
車
し
罷
り
出
づ
。

五
日
、
庚
午
。
雨
降
る
。
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六
日
、
辛
未
。
雨
降
る
。
今
日
、
大
内
に
参
る
。
南 （
６
）殿
に
於
て
六 （
７
）十
口
御
読
経

有
り
。
頭 （
８
）弁
泰
賢
朝
臣
、
御 （
９
）願
の
趣
を
仰
す
。
先 （

�）に
気
色

。
次
で

師
。
事
畢
り
て
、
次
で
御
前
に
於
て
臨
時
経
有
り
。
（

�）

有
り
と
云
々
。

（
裏
書
）
六
日
、
上
卿
、
右 （

�）衛
門
督
こ
れ
を
承
く
。
下
官
、
内
よ
り
殿
下
に
宿
す
。

七
日
、
壬
申
。
雨
降
る
。
今
日
、
殿
下
物
忌
な
り
。
人
数
多
き
に
よ
り
、
早
旦

退
出
す
。
晩
に
殿
に
参
ら
む
と
欲
す
る
の
間
、
内 （

�）相
府
、
書
を
寄
せ
て
云
は
く
、

今
夜
は

、
今
夜
参
籠
す
べ
し
、
て
へ
り
。
仍
て
、
参
ら
ず
。

八
日
、
癸
酉
。
雨
降
る
。
申 （

�）の
時
ば
か
り
殿
下
に
参
る
。
そ
の
次
で
に
先
づ
左 （

�）

府
に
参
り
言
談
す
。
須
臾
に
し
て
退
出
す
。
次
で
大
納
言
殿
に
参
る
。
臨
夜
殿

下
に
参
宿
す
。

九
日
、
甲
戌
。
天
晴
る
。
今
日
殿
下
十
口
の
僧
を
請
じ
、
孔 （

�）雀
経
御
読
経
を
行

は
る
。
こ
れ
今
日
御
物
忌
堅
固
な
り
。
仍
て
御
慎
を
為
す
な
り
。

十
日
、
乙
亥
。
天
晴
る
。
殿
下
に
候
ず
。
晩
頭
退
出
す
。

十
一
日
、
丙
子
。
今
日
政 （

	）有
り
。
下
官
上
卿
た
り
。
其
儀
雨 （


）を
用
ゐ
る
。
南 （

�）所

申
文
五
通
。

十
二
日
、
丁
丑
。
天
晴
る
。
午
の
後
大
納
言
殿
に
参
る
。
次
で
殿
下
に
参
り
、

明 （

�）日
の
御
忌
に
就
く
。

十
三
日
、
戊
寅
。
天
晴
る
。
殿
下
に
候
ず
。

十
四
日
、
己
卯
。
天
晴
る
。
早
朝
退
出
す
。
大
納
言
殿
に
参
る
。

十
五
日
、
庚
辰
。
天
晴
る
。
未
の
剋
ば
か
り
殿
下
よ
り
退
出
す
。

十
六
日
、
辛
巳
。
天
晴
る
。
早 （

）旦
殿
下
に
参
る
。
仰
せ
ら
れ
て
云
は
く
、
夜 （

�）前

胸
頗
る
痛
し
、
心
地
未
だ
爽
な
ら
ず
、
て
へ
り
。
未
の
時
ば
か
り
御 （

�）心
地
起
こ

さ
し
め
給
ふ
。
入
夜
い
よ
い
よ
苦
し
ま
し
め
給
ふ
も
の
な
り
。
下
官
候
宿
す
。

【
註
】

（
１
）
殿
下
よ
り
こ
の
下
に
破
損
が
あ
る
が
、
そ
の
前
が
一
字
空
白
で
、
文
章
は
完
結
か
。

「
自
」
は
「
参
」
の
誤
り
、
五
月
三
〇
日
条
や
閏
五
月
二
日
条
を
誤
っ
て
書
い
た
、
中
途

で
書
く
の
を
や
め
た
な
ど
の
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。

（
２
）
御
□
地
…
る
な
り

こ
の
頃
、
藤
原
頼
通
は
体
調
不
良
で
、
俊
房
は
「
早
々
可

レ
参
」

と
言
わ
れ
て
い
る
。「
□
地
」
は
「
心
地
」
か
。

（
３
）

せ
ず

三
日
も
頼
通
の
物
忌
で
、
俊
房
は
頼
通
邸
に
滞
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
破
損
部
分
の
内
容
は
「
退
出
せ
ず
」
か
。

（
４
）
外
人
出
入
り
無
し

物
忌
堅
固
の
際
、
「
不
レ
会
二
外
人

一
」
（
『
殿
暦
』
康
和
四
年
〔
一

一
〇
二
〕
六
月
八
日
）
、
「
外
人
不
レ
来
」
（
『
同
』
長
治
二
年
〔
一
一
〇
五
〕
二
月
九
日
）

と
あ
る
。
外
か
ら
人
が
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

（
５
）
内
府
藤
原
師
実
。
正
二
位
左
大
将
。
康
平
五
年
正
月
の
註
（

17）
を
参
照
。

（
６
）
南
殿

高
陽

院
の

寝
殿
を
南
殿
と
し
て

使
用
（
『

栄
花
物

語
』
三
六
）
。
康

平
六
年
三

月
一
二
日
の
季
御
読
経
も
同
様
。
同
月
の
註
（
３
）
を
参
照
。

（
７
）
六
十
口
御
読
経

臨
時
御
読
経
で
あ
る
。
五
月
二
一
日
に

闕
請
を
定
め
て
い
る
。

当

日
の
次
第
は
以
下
の
通
り
（『

江
家
次
第
』
一
三
、
御
読
経
）。
弁
が
鐘
を
打
ち
、
公
卿
・

僧
侶
ら
が
参
入
。

導
師
が

着
座
し
、

唄
二

段
、

散
華
、

衆
僧
に
よ
る
行

道
が
行
わ
れ
る
。

蔵
人
頭
（『

北
山
抄
』
六
、
臨
時
御
読
経
事
で
は
近
衛
次
将
）
が
導
師
の
座
近
辺
に
就
き
、

上
卿
の

許
可
を

得
て
御
読
経
の
趣
を

導
師
に
仰
す
。

導
師
に
よ
る

啓
白
、

教
化

作
法
の

後
、
読
経
。
結
願
の
後
に
は
大
弁
が
巻
数
や
僧

名
を
申
す
。

（
８
）
頭
弁
泰
賢
朝
臣

藤
原
泰

憲
。
正
四

位
下

・
蔵
人
頭

・
左
中
弁

・
造

興
福

寺
長
官
、

五
八
歳
。
康
平
六
年
七
月
の
註
（
２
）
、
同
七
年
二
月
の
註
（

18）
参
照
。

（
９
）
御
願
の
趣

蔵
人
頭
が

述
べ
る
御
読
経
の

目
的
の
こ
と
（
『

西
宮

記
』
一
三
、
御
読

経
、
『

江
家
次

第
』
）
。
『
中
右

記
』
長
治
二
年
四
月
二
七
日
条
で
は
、
頭
中

将
に
よ
る

「
御
願
趣
」
の
内
容
を
「
近
日
天
下
不

レ 閑
事
云
々
」
と
記
し
て
い
る
。

（

10）
先
に

…
師
「
気
色
」
の
部
分
は
、
「
天
気
色
」
で
あ
る
可
能
性
を

増
補

史
料
大

成
本
が

指
摘
す
る
が
、
『

江
家
次

第
』
で
は

蔵
人
頭
が
御
願
の
趣
を
仰
す
際
に

「
先

触
二
上

卿
一
」
と
あ
り
、
先
に
上

卿
の
気
色
を
う
か
が
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
か
。
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ま
た
、
『
江
家
次
第
』
や
『
中
右
記
』
に
よ
れ
ば
蔵
人
頭
が
上

卿
の
許
可
を
得
て
、
導
師

に
御
願
の
趣
を
申
す
の
で
、「
次
で
」
の
下
部
は
「
仰
導
師
」
と
推
測
で
き
る
。

（

11）
有
り
『
師
通
記
』
永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
正
月
二
八
日
条
所
引
の
康
平
七

年
七
月
二
一
日
の
臨
時
御
読
経
の
事
例
で
は
巻
数
を
、
『
北
山
抄
』
、
『
江
家
次
第
』
で
は

巻
数
と
僧
名
を
奏
上
し
て
お
り
、
本
日
条
も
同
様
か
。

（

12）
右
衛
門
督

本
文
は
「
右
衛
督
」
だ
が
、
右
兵
衛
督
の
藤
原
経
季
は
参
議
で
あ
り
、

上
卿
を
務
め
な
い
た
め
、
右
衛
門
督
だ
ろ
う
。
右
衛
門
督
は
藤
原
能
長
。
時
に
、
正
二

位
・
権
中
納
言
・
右
衛
門
督
、
四
三
歳
。
康
平
七
年
二
月
の
註
（

14）、
三
月
の
註
（

25）

参
照
。

（

13）
内
相
府
…
参
ら
ず

七
日
は
頼
通
の
物
忌
で
、
俊
房
は
六
日
か
ら
頼
通
邸
に
宿
し
た

が
候
宿
す
る
人
が
多
く
、
七
日
早
朝
に
退
出
し
た
。
晩
に
再
び
向
か
う
予
定
だ
っ
た
が
、

師
実
の
手
紙
に
よ
り
中
止
す
る
。
こ
の
手
紙
に
は
、
今
夜
も
多
く
の
人
が
参
籠
す
る
、

あ
る
い
は
師
実
自
身
が
参
籠
す
る
予
定
だ
な
ど
と
あ
り
、
俊
房
は
参
籠
を
中
止
し
た
の

だ
ろ
う
。

（

14）
申
の
時
…
退
出
す

こ
の
時
の
頼
通
は
左
京
一
条
四
坊
一
町
の
高
倉
殿
に
居
住
し

（
康
平
七
年
五
月
二
七
日
条
）
、
教
通
は
左
京
三
条
四
坊
一
町
の
二
条
殿
、
俊
房
は
「
六

条
亭
」
（
康
平
五
年
正
月
二
七
日
条
）
を
居
所
と
し
て
い
た
の
で
、
俊
房
は
「
六
条
亭
」

か
ら
教
通
の
二
条
殿
に
寄
っ
た
後
、
高
倉
殿
の
頼
通
を
訪
れ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
六

月
一
〇
日
条
で
は
、
反
対
に
頼
通
邸
か
ら
の
帰
路
、
「
道
次
」
で
あ
る
と
し
て
教
通
邸
を

訪
れ
て
い
る
。

（

15）
左
府
藤
原
教
通
。
従
一
位
左
大
臣
。
五
月
の
註
（

10）
参
照
。

（

16）
孔
雀
経
御
読
経
「
孔
雀
経
」
は
『
仏
母
大
孔
雀
明
王
経
』
の
略
称
。
孔
雀
経
法
は

天
変
や
病
な
ど
の
際
に
修
さ
れ
た
。
孔
雀
経
読
経
の
目
的
も
同
様
だ
ろ
う
。
『
枕
草
子
』

「
き
ら
き
ら
し
き
も
の
」
の
段
に
は
「
孔
雀
経
の
御
読
経
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は

頼
通
邸
で
一
〇
人
の
僧
に
よ
り
堅
固
な
物
忌
を
慎
む
た
め
に
修
さ
れ
て
い
る
。
類
例
と

し
て
、
月
食
の
観
測
に
よ
る
慎
み
の
た
め
に
孔
雀
経
が
転
読
さ
れ
た
『
小
右
記
』
万
寿

四
年
（
一
〇
二
七
）
九
月
二
一
日
条
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
頃
に
目
立
つ
頼
通
の

体
調
不
良
に
か
か
わ
る
か
。
五
月
二
九
日
条
で
は
物
忌
中
の
頼
通
が
「
御
心
地
不
例
」
と

な
っ
て
い
る
。

（

17）
政

諸
司
・
諸
国
か
ら
上
申
さ
れ
た
解
文
（
申
文
）
を
、
大
臣
や
大
・
中
納
言
が
決

裁
す
る
政
務
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
外
記
政
を
指
す
。
外
記
政
は
外
記
庁
（
太
政
官
候
庁
）

で
の
庁
申
文
と
、
南
所
（
侍
従
所
）
で
の
南
所
申
文
か
ら
な
る
。
一
〇
世
紀
以
降
の
外

記
政
は
開
催
頻
度
が
減
少
し
、
特
に
庁
申
文
は
儀
礼
化
し
て
南
所
申
文
が
わ
ず
か
に
文

書
行
政
の
実
質
を

保
っ
て
い
た
。
こ
の
日
の
外
記
政
は
俊
房
を
上

卿
と
し
て
開
催
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

（

18）
雨
を
用
ゐ
る

こ
の
日
の
外
記
政
は

雨
儀
で
実

施
さ
れ
た
。

雨
儀
は
降

雨
な
ど
に

応

じ
た

装
束
や
次
第
で
お
こ
な
う
行
事
の
こ
と
。
こ
の
日
の
記
事
に
天
候
の
記

載
は
な
い

が
雨
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
『
北
山
抄
』
七
、
外
記
政
に
参

入
者
の

列
立

場
所
や

移
動
経
路

に
庇
を
用
い
、
版
位
を
軒
廊
に
設
け
る
な
ど
し
た
外
記
政
の
雨
儀
が
記
さ
れ
る
。

（

19）
南
所
申
文
五
通

南
所
で
五
通
の
文
書
が

処
理
さ
れ
た
の

意
。
『
永

昌
記
』
大

治
元

年
（
一
一
二
六
）
二
月
二
一
日
条
で
は
「
南
申
文
」
と
し
て
「

式
部

省
二
通
」
「
解

由
二

枚
」
「

伊
賀

社
」
「
上

野
社
」
「

近
江

社
」
「

広
隆

寺
定

額
」
が

用
意
さ
れ
て
い
る
。
南
所

申
文
で
は
、
中

央
諸
司
・
国
司
・

寺
社
か
ら
の
解
文
な
ど
多
様
な

案
件
が

処
理
さ
れ
た
。

（

20）
明
日
の
…
に
就
く
「
御
忌
」
は
頼
通
の
物
忌
。
俊
房
は
一
四
日
に
退
出
す
る
ま
で

頼
通
邸
に

伺
候
し
て
い
る
。
一
三
日
か
ら
の
頼
通
の
物
忌
（
「
明
日
の
御
忌
」
）
に
あ
わ

せ
て
前
日
の
一
二
日
か
ら
頼
通
邸
に
参
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

21）
早
旦
「
早

□
」
と
書
き
、
「

□
」
を

消
し
て
「

旦
」

字
に

改
め
て
い
る
。
「

□
」
は

残
画
か
ら
「
朝
」
に
も

見
え
る
。

閏
五
月
一
九
日
も
同
様
。
「
早

旦
」
「
早
朝
」
と
も
に

「
朝
早
く
」
の
意
だ
が
、
俊
房
は
こ
の
両
語
を
使
い
分
け
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（

22）
夜
前
胸
頗
る
痛
し

平
安
時
代
の
胸
病
は
呼
吸
器
の
病
や
心
臓
疾
患
、
胸
部
の
神
経

痛
な
ど
胸
部
臓
器
の
疾
患
の
総
称
。
頼
通
父
の
道
長
も
胸
痛
に
苦
し
み
、
寛
仁
三
年

（
一
〇
一
九
）
に
は
正
月
～
六
月
の
間
に
一
四
～
一
五
回
の
胸
痛
の
発
作
を
起
こ
し
て
い

る
。
こ
れ
は
数
時
間
か
ら
一
日
程
度
で
収
ま
り
、
死
に
直
結
す
る
重
篤
な
も
の
で
な
い

こ
と
か
ら
、
道
長
の
胸
部
痛
は
心
臓
神
経
症
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
服
部
敏
良
『
王
朝

貴

族
の
病

状
診

断
』

吉
川

弘
文

館
、
二
〇
〇
六
）
。
頼
通
の
胸
部
痛
も

短
時
間
の
う

ち
に

繰

り
返
し
て
い
る
点
で
類
似
し
て
お
り
、
父
の
体
質
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

（

23）
御
心
地
「
御
心
地
」
は
頼
通
の
病
の
こ
と
。

（
一
～
七
日
条

：

宮
川
麻
紀
、
八
～
一
六
日
条

：

磐
下
徹
）

磐下 徹 久米 舞子 北村 安裕 堀井佳代子 宮川 麻紀
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Annotationof・Suisa-ki・（inKohei7）

IWASHITAToru&KUMEMaiko&KITAMURAYasuhiro&

HORIIKayoko&MIYAKAWAMaki

・Suisa-ki・isadiarywrittenbyMinamotonoToshifusa（1035-1121A.D.）,whowasacourtnoble

inHeianperiod.Indiariesofthisperiod,theeventsofthecourtsociety,whichweremainlythe

stateofceremonies,weretypicallyrecorded.Analysisoftheserecordsenablestoclarifyhowpolitics,

administration,andsocietyofthetimeisgoingon.

In・Suisa-ki・,thepieceswrittenin1062-1113havebeeninexistenceintermittently.Theseyears

correspondtothetransitionperiodfrom theancienttimestothemedievaltimes.Therefore,this

diaryisanimportantresourcetounderstandthedynamictransitioninthecourseofhistory.

Inthecurrentstudy,thepiecesof・Suisa-ki・limitedinKohei7（1064A.D.）areintroducedwith

theannotationindetail,anditwillbededicatedtothedevelopmentofthestudyofthelateHeian

period.


